
　 荒川区 その他

建替え決議

※区分所有者及び議決権の各５分の４以上

組合設立に関する同意(§9)

※建替え合意者の４分の３以上の同意

　

　 受理・審査(§9) 組合設立の認可申請(§9) 　

　 ※建替え合意者が、５人以上共同して 　

　 事業計画の縦覧(§11) ※定款及び事業計画の作成

　
※二週間
※縦覧開始の日等をあらかじめ公告

 

　 （意見書の提出）(§11)

　 (意見書の審査）(§11) ※関係権利者

※縦覧期間満了から二週間以内

（命令または通知）(§11)

※建替え合意者又は意見書の提出者に対し 　　意見を採択する場合　 　　　　　　　　　　　意見を採択しない場合

(事業計画の修正の命令）(§11) (意見書を採択しない通知）(§11)

　 ※市長に申告後、修正部分の縦覧、意見書の審査 ※意見書を提出した者に対して

　 組合設立の認可(§12･13)

　 公告(§14) 組合の成立(§13)

※認可後、遅滞なく ※組合員名簿作成（遅滞なく） （売渡請求）(§15) （売渡請求を受ける）(§15)

　 ※組合設立の公告後2ヶ月以内 ※建替えに参加しない区分所有者

　 関係図書の縦覧(§14） ※建替え決議後1年以内

　 ※組合の認可の取消の公告又は工事完了

　の公告まで 理事及び監事の選任(§21) （権利変換・借家権の取得を希望しない （権利変換・借家権の取得を希望しない

　 ※総会で選挙 旨の申し出を受ける）(§56) 旨の申し出）(§56)

　 ※区分所有権又は敷地利用権を有する者

　 理事長に関する届出(§25) ※組合設立の公告後３0日以内

　 受理(§25) ※氏名・住所

　 公告(§25) 審査委員の選任(§37)

　 ※届出後、遅滞なく ※総会で選任

権利変換手続開始の登記申請(§55) 登記(§55)

　　 ※組合設立の公告後、遅滞なく ※登記所

　　

　　 権利変換計画の決定(§57) （同意）(§57)

　　 ※総会の決議による ※施行マンション又はその敷地に権利を

　　 ※権利変換等を希望しない旨の申出による 　有する者（組合員を除く）

　　 　手続に必要な期間の経過後、遅滞なく ※あらかじめ

　　

（売渡請求）(§64) （売渡請求を受ける）(§64)

※権利変換計画の議決後2ヶ月以内 ※権利変換計画の議決に賛成しなかった組合員

（買取請求を受ける）(§64) （買取請求）(§64)

※権利変換計画の議決後2ヶ月以内

　　 受理・審査・認可(§57･65) 権利変換計画の認可申請(§57)

　　 （補償金の支払い）(§75) （補償金を受ける）(§75)

　 ※権利変換期日までに ※権利変換期日において権利を失う者

※権利変換期日までに

権利変換計画の認可の公告・通知（§68) 通知を受ける(§68)

※権利変換計画の認可後、遅滞なく ※関係権利者

　

　 権利変換期日の通知(§69) 通知を受ける(§69)

　　 ※権利変換計画の認可後、遅滞なく ※登記所

　

　 権利変換期日(§70･71)

　

　 権利変換の登記申請(§74) 敷地に関する登記(§74)

　 ※権利変換期日後、遅滞なく ※登記所

　

マンション建替え事業の流れ 　「　組　合 施 行 」　の 場 合

施行者（建替組合）



　 工事開始

　 工事完了

　

　 工事完了の公告・通知(§81) 通知を受ける(§81)

※速やかに ※施行再建マンションに関し権利を取得する者

　　

　 事業の費用及び区分所有権等の 施行再建マンションに関する 施行再建マンションに関する登記(§82)

　 金額の確定・通知(§84) 登記申請(§82) ※登記所

　 ※速やかに ※遅滞なく

　 通知を受ける

　 清算金の徴収、交付(§85) ※関係権利取得者

　

精算金の徴収、交付を受ける
※施行再建マンションの区分所有権、敷地利
用権を与えられた者

　 受理・審査・認可(§38) 組合解散の申請(§38) （解散の同意）(§38)

　 ※組合が借入金のある場合、債権者より

　　 組合解散の公告(§38)

※認可後、遅滞なく 清算人の選定(§39)

　　

清算(§40)

※総会の承認

　

　 承認(§42) 決算報告書の承認申請(§42)

決算報告書の報告(§42) 報告を受ける(§42)

　 ※組合員



　 荒川区 その他

建替え決議

※区分所有者及び議決権の各５分の４以上

　

　 受理・審査(§45) 事業の認可申請(§45) 　

　 ※建替え事業を施行しようとする者 　

　 ※規準又は規約、及び事業計画の作成

　 ※建替え決議があるときは、事業計画は  

　 事業の認可(§48)

　 公告(§49) 施行者(§49)

※認可後、遅滞なく （権利変換・借家権の取得を希望 （権利変換・借家権の取得を希望

　 しない旨の申し出を受ける）(§56) しない旨の申し出）(§56)

関係図書の縦覧(§49） ※区分所有権又は敷地利用権を有する者

　 ※事業の廃止・終了の公告又は工事完了 ※施行認可の公告後３0日以内

　 　の公告又は施行認可の取消の公告まで

　

　 受理・承認(§53) 審査委員の申請(§53)

権利変換手続開始の登記申請(§55) 登記(§55)

　　 ※事業認可の公告後遅滞なく ※登記所

　　

　　 権利変換計画の決定(§57) （同意）(§57)

　　 ※権利変換等を希望しない旨の申出による ※施行マンション又はその敷地（隣接施行

　　 　手続に必要な期間の経過後、遅滞なく 　敷地を含む）に権利を有する者

　　 ※あらかじめ

　　 受理・審査・認可(§57) 権利変換計画の認可申請(§57)

　　

権利変換計画の認可の公告・通知（§68) 通知を受ける(§68)

※権利変換計画の認可後、遅滞なく ※関係権利者

　

　 権利変換期日の通知(§69) 通知を受ける(§69)

　　 ※権利変換計画の認可後、遅滞なく ※登記所

　

（補償金の支払い）(§75) （補償金を受ける）(§75)

※権利変換期日までに ※権利変換期日において権利を失う者

※権利変換期日までに

　 権利変換期日(§70･71)

　

　 権利変換の登記申請(§74) 敷地に関する登記(§74)

　 ※権利変換期日後、遅滞なく ※登記所

　

　 工事開始

　 工事完了

　

　 工事完了の公告・通知(§81) 通知を受ける(§81)

※速やかに ※施行再建マンションに関し権利を取得する者

　　

　 事業金額の確定・通知 施行再建マンションに関する 施行再建マンションに関する登記(§82)

　 登記申請(§82) 登記申請(§82) ※登記所

　 ※速やかに ※遅滞なく

　 通知を受ける

　 ※関係権利取得者

　

　 受理・審査・認可(§54) 事業廃止・終了の申請(§54) （廃止の同意）(§54)

　 ※事業完了せず、施行者に借入金のある

　 事業廃止・終了の公告(§54) 　場合

　　 ※認可後、遅滞なく ※債権者
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施行者（個人施行者）
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